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大阪市従業員労働組合市民生活支部との事務折衝 

 

○ 日  時   令和４年 10月３日（月） ９：30～10：00 

○ 場  所   中央卸売市場業務管理棟 15階第１会議室 

○ 出席予定者 

 （中央卸売市場）   （市民生活支部） 

  総務担当課長    書記長 

  総務担当課長代理    書記次長 

  担当係長     書記次長 

 

「令和５年度（2023年度）勤務労働条件に関する要求書」に対する事務折衝 

 

【所属】：（担当係長） 

 これより、５月に申し入れをいただきました項目につきまして、事務折衝を行います。 

 

【所属】：（総務担当課長） 

 それでは、申し入れにつきまして、所属の考え方をお示しさせていただきます。 

    今回の事務折衝では、労働安全衛生対策とりわけ熱中症の取組みと新型コロナウイルス

感染症対策並びにワークライフバランスの取組み状況についてご説明いたします。 

 熱中症の取組みについては、日々の作業前ミーティング等において、注意喚起を行うなど

熱中症とならない職場環境づくりに努めるとともに、職場安全衛生委員会も活用して啓発

を行ってまいりました。 

 新型コロナウイルス感染症予防のためのマスク着用に伴い、熱中症の発生リスクが高まり

やすい状況が継続していることについても、職場安全衛生委員会を活用して啓発を行っ

てまいりました。 

 暑さ対策として、一部試験的ではありますが、「空調服」の導入を拡大したところであり、現

在、業務適性や効果の検証を進めております。 

 また、救命救急に関する応急措置への対策といたしましては、各場に瞬間冷却材を配置し

ております。 

 今後も、救命救急対策については、各職場の業務実態等を勘案のうえ、必要に応じて対

応するとともに、注意喚起や意識啓発を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策についてでありますが、政府や大阪府より提示され

ている感染症対策に沿った取り組みを継続して進めてまいりました。 

 こまめな手洗いの呼びかけや勤務時間中におけるマスク着用の励行などに取組むとともに、

各職場において、こまめな換気を行い、窓口等への飛沫防止対策のシートや消毒液を設

置しております。 

 今後も、各職場の業務実態等を勘案のうえ、必要に応じて対応してまいりたいと考えており
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ます。 

 次に、ワークライフバランスの取組みについてご説明いたします。 

平成 31年４月の労働基準法及び人事委員会規則の改正により、民間の労働者及び国家

公務員に時間外勤務時間の上限時間が導入されるとともに、地方公務員についてもこれ

らの趣旨を踏まえた対応を図る必要から、本市においても時間外勤務時間の上限時間を

定め、長時間労働の是正、ワークライフバランスの推進に努めてまいりました。 

上限時間にかかる規定の趣旨を踏まえ、今後も時間外労働時間の縮減及びワークライフ

バランスの推進を図ってまいりたいと考えております。 

以上、所属としての考え方でございますので、よろしくお願いします。 

 

 

【支部】：≪書記長≫ 

 ただいま、総務担当課長より 2023 年度勤務労働条件に関する要求書に対する一部の回

答及び現時点の考え方が示された。 

 熱中症については、日々の注意喚起と意識啓発に努めたとのことであるが、熱中症による

体調不良が発生した場合の応急処置対策として、瞬間冷却剤を各職場に配置したことは、

評価すべきであるが、新型コロナウイル感染症予防対策のマスク着用のため、野外や高温

多湿の室内業務時には、熱中症になるリスクが高い状況である。 

 マスク着用等「新しい生活様式」における屋外、高温多湿の室内での作業時については、

注意喚起及び熱中症予防の周知徹底を図り、現場作業中の体温上昇や脱水症状のリス

クを抑制するなど、屋外、高温多湿環境下の熱中症対策については、より一層の対策を講

じるよう求めておく。 

 また、熱中症対策に一部試験的に「空調服」の導入を拡大したことについても評価するとこ

ろである。業務適性や効果を検証するとあるが、引き続き効果検証をおこない、業務適性

に合った作業服等の貸与をするよう要請しておく。 

 新型コロナウイルス感染症対策については、窓口等の飛沫感染予防対策や消毒実施に

必要な物品の対応については、評価しているところであり、定期的に必要な物品が切れる

ことが無いよう求めておく。 

 大阪市職員も多くの感染が報告されている。職場でクラスター感染が起これば、継続的な

事業運営に支障をきたし、職員、利用者のみならず、その身近な人にまで健康と生活を脅

かすこととなることから、より一層の感染症予防対策を講じるよう求めておく。 

 ワーク・ライフ・バランスについてであるが、労働基準法及び人事委員会規則を踏まえた時

間外勤務時間の法定時間を順守し、法定時間を超えることの無いよう、引き続き、この状

態を維持できるよう求めておく。 

 新型コロナウイル感染症対策も含め、非常時における業務継続の観点から、あらゆる事態
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を想定した、「働き方改革」が求められており、業務効率化やテレワーク等の具体的な業務

改革の取り組み強化をおこうことで、平時におけるワーク・ライフ・バランスの推進に資する

とされている。 

 組合員一人ひとりのワーク・ライフ・バランス実現に向けて「働きがい・やりがい」が持てる職

場環境改善の取り組みについて、より一層の推進を求めておく。 

 また、業務実態に応じた現業管理体制の更なる充実・強化をおこない、安全・安心なまち

づくりに向けた、質の高い公共サービスを提供できる業務執行体制の確立に向け、適正な

要員配置を行うよう強く要請しておく。 

 定年引上げに伴う、高齢期の雇用制度については、2023 年４月から地方公務員法の一部

を改正する法律が施行されることに伴い、８月１７日に市労連と総務局は定年引上げにか

かる各種制度について大綱決着がなされた。その中で「高齢者の部分休業」の導入につ

いては、高齢者の多様な働き方のニーズに応えるものとして新設されるが、この間の一部

制度においては技能職員の現場に馴染まないことなどの理由から、取得ができないという

状況も多々見られる。当該制度も同様とならないよう、職場の環境整備を図るよう求めてお

く。 

また、制度完成まで定年退職後、再就職を希望する全職員の雇用を確保するとともに、定

年前再任用短時間勤務制の導入についても、高齢期の働き方に対する選択肢の幅を広

げるため、希望する雇用形態を選択できるよう、制度の充実・改善を併せて求めておく。 

 その上で、現時点での局からの一部の回答について、一定了解する。 

 最後に、市政改革プラン 3.1 で、技能労務職員の高齢化等の課題を踏まえ採用の在り方

について検討を行うと示された。 

今後、所属として業務実態に応じた現業管理体制と質の高い公共サービスを提供できる

業務執行体制の確立、及び適正な要員配置について、考え方を示すよう要請しておく。 

 今後、勤務労働条件に影響を及ぼす事象が発生した場合は、労使合意を前提に十分な

交渉・協議をおこなうことを改めて要請し、「2023 年度勤務労働条件に関する要求書」に

ついて、この間の協議内容に基づき誠意を持って対処するよう強く求めておく。 

 

 

【所属】：（総務担当課長） 

 ただいま、書記長から大阪市従業員労働組合市民生活支部としての見解がございました。

また、私どもが説明いたしました内容に対し、ご理解をいただきありがとうございます。 

 中央卸売市場といたしましては、職員の労働安全衛生の充実及びワークライフバランスの

推進に努めてまいりたいと考えております。 

 今後も必要に応じて、協議・交渉を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 


